
平成３０年度 

第２回 箕郷地域振興協議会 次第 

日 時 ： 平成３１年１月２１日（月） 

午後１時３０分～ 

場 所 ： 箕郷支所３階 第５会議室 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 議  事 

（１） 箕郷地域に関わる事業報告について 

（２） 箕郷地域のまちづくりに関する意見について 

（３） 高崎市第６次総合計画・箕郷地域（案）の概要について 

４ 連絡事項 

５ 閉  会 

<配布資料> 

 資料１  箕郷地域に関わる事業報告一覧 

 資料２  箕郷地域のまちづくりに関する意見一覧 

 資料３  高崎市第６次総合計画（案） 

参考資料 平成２９年度高崎市決算の概要について 



箕郷地域に関わる事業報告一覧 

ページ 事 業 名 
所  属 

（支 所） 

１ ～ ３ 箕輪城跡保存整備事業 
教育部文化財保護課 

（箕郷支所地域振興課） 

４ 箕輪小学校校舎建設事業 
教育部教育総務課 

（箕郷支所地域振興課） 

５ 箕郷地域住民センター設置事業 
総務部企画調整課 

（箕郷支所地域振興課） 

６ ～ ７ みさと芝桜公園常設トイレ整備事業 
商工観光部観光課 

（箕郷支所産業課） 

８ ～ ９ 箕郷第五保育園改築事業 
福祉部保育課 

（箕郷支所市民福祉課） 

資料 １ 





箕郷地域に関わる事業報告書 

平成３０年１０月３１日現在 

事 業 名 箕輪城跡保存整備事業 
所属 

（支所） 

教育部 文化財保護課 

（箕郷支所地域振興課）

実施期間 平成 ６ 年度～全期 事業の種類 ハード事業 

【事業概要】 

対 象  

実施目的 具体的手段 そ の 他 

国指定史跡箕輪城跡を適切に

保存・管理するとともに、市民共

有の文化的・歴史的遺産として

活用を図る。 

市民共有の文化的・歴史的遺

産である箕輪城跡を後世に伝

えて行くとともに、史跡公園とし

て広く活用を図るため、整備を

行う。 

史跡指定面積 約 19ha 

昭和 62 年度  史跡指定 

平成 5年度～ 公有地化 

平成 15 年度  基本計画策定 

平成 19 年度  発掘調査報告 

平成 21 年度  基本設計 

平成 23 年度～ 整備工事 

【事業実績】 

区分 

(千円) 

当初 

予算額 
決算額 平成２９年度事業実績 

合計 53,289 43,964 ・本丸地区整備工事 

土塁復元 

・掲示板設置工事（搦手口駐車場） 
国 23,799 18,868

県 7,139 2,032

地方債 

その他 10,000 10,000

一般 12,351 13,064

【事業進捗状況】 

区分 

(千円) 

当初 

予算額 
平成３０年度事業進捗状況 

合計 53,391 ・本丸地区整備工事（工期 ：平成 30 年 12 月 4日～平成 31年 3 月 15 日） 

  木橋基礎工事 

  擬木階段設置工事（土塁） 
国 23,568

県 7,070

地方債 

その他 10,485

一般 12,268
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30年度工事予定箇所 

平成 30 年度工事予定箇所位置図

本丸地区工事予定箇所詳細位置図

-2-



平成 30 年度工事予定箇所（基礎部分のみ） 

本丸・蔵屋敷木橋整備工事詳細図

本丸土塁整備(ロープ柵)工事詳細図
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箕郷地域に関わる事業報告書 

平成３０年１０月３１日現在 

事 業 名 箕輪小学校校舎建設事業 
所属 

（支所） 

教育部 教育総務課 

(箕郷支所地域振興課) 

実施期間 平成 ２５ 年度～平成 ３２ 年度 事業の種類 ハード事業 

【事業概要】 

対 象  

実施目的 具体的手段 そ の 他 

児童が心身ともに健全でゆとりあ

る学校生活を送るため、快適な

環境を維持することを目的とす

る。 

また、学校施設は災害時に避難

場所となることから、安全性の確

保を図る。 

耐力度調査に基づき、校舎の

改築を実施する。 

【事業実績】 

区分 

(千円) 

当初 

予算額 
決算額 平成２９年度事業実績 

合計 229,174 201,600 ・木材調達業務委託 

・仮設校舎借上 

・校舎建設等工事 
国 25,128 34,659

県 

地方債 59,600 38,400

その他 

一般 144,446 128,541

【事業進捗状況】 

区分 

(千円) 

当初 

予算額 
平成３０年度事業進捗状況 

合計 809,016 ・木材調達業務委託（第２期工事分） 

・仮設校舎借上 

・校舎建設等工事（第１期工事） 

 建築・電気設備・機械設備工事 工期：平成 30年 12 月 28 日まで

 その他附帯工事 

・プール建設工事 

 建築・電気設備・機械設備工事 工期：平成 31年 6月 7日まで

 その他附帯工事 

国 194,616

県 

地方債 422,500

その他 

一般 191,900
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箕郷地域に関わる事業報告書 

平成３０年１０月３１日現在 

事 業 名 箕郷地域住民センター設置事業 
所属 

（支所） 

総務部 企画調整課 

(箕郷支所地域振興課) 

実施期間 平成 ２０ 年度～全期 事業の種類 ハード事業 

【事業概要】 

対 象  

実施目的 具体的手段 そ の 他 

地域住民のコミュニティー活動

の拠点となる住民センターを整

備することにより、市民参加と地

域づくりの推進を図る。 

防衛省の特定防衛施設周辺整

備調整交付金を活用し、地区

集会所を整備する。 

【事業実績】 

区分 

(千円) 

当初 

予算額 
決算額 平成２９年度事業実績 

合計 53,098 52,734 ・東区地区集会所解体工事（木造平屋建て） 

・東区地区集会所建設工事（木造平屋建て） 
国 47,700 47,305

県 

地方債 

その他 

一般 5,398 5,429

【事業進捗状況】 

区分 

(千円) 

当初 

予算額 
平成３０年度事業進捗状況 

合計 6,431 ・生原中区地区集会所用地測量委託（完了） 

・生原中区地区集会所設計委託（平成 31年 1月 31 日まで） 
国 5,300

県 

地方債 

その他 

一般 1,131
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箕郷地域に関わる事業報告書 

平成３０年１０月３１日現在 

事 業 名 みさと芝桜公園常設トイレ整備事業
所属 

（支所） 

商工観光部 観光課 

(箕郷支所産業課) 

実施期間 平成 ２９ 年度～平成 ３０ 年度 事業の種類 ハード事業 

【事業概要】 

対 象 観光客及び維持管理作業員 

実施目的 具体的手段 そ の 他 

みさと芝桜公園入園者が園内を

快適に散策するために、常設ト

イレの設置を行い環境の整備を

行う。 

防衛省の特定防衛施設周辺整備

調整交付金を活用し、みさと芝桜

公園の常設トイレを整備する。 

【事業実績】 

区分 

(千円) 

当初 

予算額 
決算額 平成２９年度事業実績 

合計 3,700 2,707 ・みさと芝桜公園 常設トイレ建設工事地質調査業務委託 

・みさと芝桜公園 常設トイレ設計業務委託 
国 2,960 2,603

県 

地方債 

その他 

一般       740 104

【事業進捗状況】 

区分 

(千円) 

当初 

予算額 
平成３０年度事業進捗状況 

合計 39,000 ・みさと芝桜公園 常設トイレ建設工事（木造平屋建て） 

国 38,000

県 

地方債 

その他 

一般    1,000
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男子トイレ 外観 

女子トイレ 女子トイレ 洗面台 

芝桜公園常設トイレ完成写真

多目的トイレ 多目的トイレ 

ユニバーサルシート 
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箕郷地域に関わる事業報告書 

平成３０年１０月３１日現在 

事 業 名 箕郷第五保育園改築事業 
所属 

（支所） 

福祉部 保育課 

(箕郷支所市民福祉課) 

実施期間 平成 ２９ 年度～平成 ３２ 年度 事業の種類 ハード事業 

【事業概要】 

対 象  

実施目的 具体的手段 そ の 他 

昭和５４年に建設された園舎に

ついて、老朽化が進んでいること

から、通所児童に対する安全で

快適な保育環境を確保するた

め、全面的な改築を実施するも

の。 

現在の敷地内において、園舎

改築を実施する。 

【事業実績】 

区分 

(千円) 

当初 

予算額 
決算額 平成２９年度事業実績 

合計 18,800 7,293 ・設計委託 

・地質調査委託 
国 

県 

地方債 

その他 

一般 18,800 7,293

【事業進捗状況】 

区分 

(千円) 

当初 

予算額 
平成３０年度事業進捗状況 

合計 246,489 ・設計委託（繰越して実施） 

・仮設園舎借上及び設置（2020 年 1 月まで） 

・旧園舎解体工事 

・建設等工事（2019 年 12 月まで） 

国 

県 

地方債 189,000

その他 

一般 57,489
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箕郷第五保育園改築事業

仮設園舎（正面から） 仮設園舎（東から） 

旧園舎解体後（南東から） 旧園舎解体後（南西から） 

旧園舎（南西から） 旧園舎（正面から） 
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資料２

箕郷地域のまちづくりに関する意見一覧

箕郷支所 地域振興課



■箕郷地域のまちづくりに関する意見〔平成３１年１月２１日開催〕

内容区分 意  見 回  答

ウォーキングコースの設定に

ついて 

健康づくりのため、高齢者を中心にウォーキングを行う

人が増えている。昨年、箕郷地域では鳴沢湖を一周できる

遊歩道が開通したが、このように地域内を安全に歩行でき

るウォーキングコースを設定し、所々に休憩ポイントとし

てベンチを設置することを検討してほしい。 

 ウォーキングコースについては、各々の住民が自

分の体力等により、距離や地形、交通事情などを考

慮し、さまざまなコースを設定していると思われる。

ウォーキングは、健康づくりの視点だけではなく、

自然に触れたり、歴史遺産を巡るといった町歩きの

要素が加われば、コースの魅力も増し、地域外から

の来訪者も期待できることから、今後、検討してい

きたいと考えている。 

 一例として、今年、鳴沢湖を一周できる遊歩道が

整備されたことを受け、既にこの遊歩道を活用した

自然観察会やウォーキングのイベントが開催される

ようになっている。 

箕郷地域を訪れる人のための

町歩きパンフレットの作成に

ついて 

 近年、箕輪城跡や鳴沢湖が整備され、市内外から箕郷地

域を訪れる人が増加している。そこで、箕輪城跡や鳴沢湖

を訪れた人に、周辺の神社仏閣や文化財などに足を延ばし

てもらえるよう、「町歩きパンフレット」の作成を検討し

てみてはどうか。 

 箕郷支所では、梅まつりや芝桜まつりの時期に合

わせて観光パンフレットを作成し、来訪者への積極

的なＰＲに努めている。 

「町歩きパンフレット」と題して、箕輪城跡周辺

の文化財や歴史資源・地域資源を生かした、箕輪城

跡を含めた城下町エリアのパンフレットの作成は可

能であると考えている。 

 パンフレットの作成には、歴史背景も含めて、地

域をよく知る地元の理解や協力が必須であるため、

地域住民の意見を聞きながら検討していきたいと考

えている。 



■箕郷地域のまちづくりに関する意見〔平成３１年１月２１日開催〕

内容区分 意  見 回  答

国指定史跡・箕輪城跡の整備に

ついて 

現在、国指定史跡箕輪城跡では、郭馬出西虎口

門が復元され、引き続き本丸の整備が行われてい

るが、今後も整備を進めていってほしい。 

また、箕輪城跡本丸は、「箕輪城まつり」など

の主会場となっているが、今後も会場として使用

することについて特段の配慮をしてほしい。 

箕輪城は現在、本丸の整備に着手しており、本丸

の整備を終了させた後、その他の部分を含め、計画

的に管理していきたいと考えている。 

 これまで箕輪城まつりに配慮し、まつり終了後に

工事を実施してきたが、今後は工事の状況により会

場を二ノ丸等に変更していただくこともありうる。

その場合は、事前に関係者に説明するなど、できる

限りの配慮をしていきたいと考えている。 

首都圏からの高い交通の利便性のため、近年、

外国人観光客が高崎にも増えていると認識して

いる。外国人観光客に、日本百名城である箕輪城

をよりアピールできるような多言語マップの作

成はできないか。 

また、箕輪城の歴史を手軽に体験できるＶＲ

（バーチャルリアリティ）などのプロモーション

を検討してほしい。 

全国的に史跡等への外国人観光客が増加してお

り、パンフレット等の多言語化が求められている現

状は認識している。 

また、ＶＲ（仮想現実）やＡＲ（拡張現実）の技

術を使った史跡の活用例もあることから、箕輪城跡

においても、解説・案内等の多言語化やＶＲ・ＡＲ

の活用について、今後研究していきたいと考えてい

る。 



■箕郷地域のまちづくりに関する意見〔平成３１年１月２１日開催〕

内容区分 意  見 回  答

箕郷ふれあい公園野外ス

テージの拡張について 

箕郷ふれあい公園野外ステージは、箕郷地域で

唯一の野外施設であり、各種イベントや大会等に

数多く利用されているが、ステージ部分が狭く、

大人数での使用ができない。今後も恒久的に使い

続けていく施設であるため、ステージ部分の拡張

をお願いしたい。 

野外ステージが設置されている箕郷ふれあい公園

芝生広場は、レクリエーションや遊びなどを通じて、

人々が交流しあえる場所として位置づけられ、催し

物や祭りイベント等に使用され、箕郷地域の地域振

興に大きく役立っている。 

野外ステージ拡張等の整備については、利用にお

けるさまざまな状況等を考慮しながら、必要に応じ

て考えていきたい。 

消防団員の確保について  全国的な傾向であるが、箕郷地域でも消防団員

が減少し、充足率が低下している。現在、実施さ

れている「消防団応援の店」とは別に、市内宿泊

施設や市内商店で利用できる割引券の発行など、

消防団員への勧誘がしやすい制度を設けられな

いか。 

 箕郷地域では、町内会単位で自主防災組織の設

立が進められているが、地元消防団員との連携が

必要となるため、団員のいない町内会の団員確保

への支援をお願いしたい。 

 消防団員の減少に対する確保対策については、本

市においても、大変重要であると考えている。「消

防団応援の店」は県の事業として昨年度スタートし、

当初は県内４８店舗、うち高崎市は３店舗であった

が、現在は県内２２８店舗に増え、本市においても、

２５店舗へ増えてきている。 

 今後も県との協働事業として、消防団を応援する

店舗の増加をさらに推進するとともに、本市の消防

団協力事業所表示制度の充実や支援策等も十分研究

し、団員の確保対策を図っていきたい。 

 箕郷地域で消防団員のいない町内会は７町内会あ

り、団員のいないこれらの空白町内会の解消は、地

域の防災体制確保の観点からも大きな課題であると

認識している。今後も、当該町内会の区長と協調し

ながら、空白町内会の解消に努めていきたいと考え

ている。 



１

４３億７，１０２

１億６，０７８

簡 易 水 道 事 業

農業集落排水事業

後 期 高 齢 者 医 療 ４２億３，８８７ ４４億１，３８７

２，５０８億８，０５５２，４８０億４，２９２２，３９２億３，９２８

１億２，７４４ １億４，９７２

２億８，９１３

８億１，８２８ ８億１，８２８ ８億１，８２８

１億６，２０７１億６，２９３

１，６８３億１，０００

８２５億７，０５５

４４１億１，７９５

３２６億２，０６１

８３６億３，３３０

１，６４４億０，９６２

４４５億９，２８４

１億０，７９５

母 子 父 子 寡 婦
福祉資金貸付事業

７，３７２ ８，３５２

平成２９年度高崎市決算の概要について

一般会計・各特別会計歳入歳出決算一覧表

（単位　万円）

区　　　　　分 予　算　額

　平成２９年度の「一般会計」と「各特別会計」の決算は下表のとおりとなりました。
「一般会計」の歳入は、１，６４４億９６２万円、歳出は、１，５９３億３６４万円で、歳入・
歳出の款別構成状況は、２ページ・３ページのグラフのとおりです。
　なお、表中の各金額は万円未満を四捨五入しているため、計数整理の結果、表内で異同を生じ
ることがあります。

３３０億０，９２２

１，５９３億０，３６４

３２１億４，２８７

決　　　算　　　額

７９９億３，５６４

４１８億９，２１３

４，９９６

合　　　　  　　　計

歳　　　入 歳　　　出

駐 車 場 事 業

特　　別　　会　　計

国民健康保険事業

介 護 保 険

牛 伏 ド リ ー ム
セ ン タ ー 事 業

１億２，１６３ １億１，９７４

２億８，４０４ ２億８，４０３

１億０，８６２

一　　般　　会　　計

土 地 取 得 事 業
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市 税
606億21万円
(36.9％）

県支出金 107億3,064万円 (6.5％)

地方消費税交付金 69億 245万円 (4.2％)

繰入金 60億6,279万円 (3.7％)

使用料及び手数料 31億3,849万円 (1.9％)

繰越金 20億 622万円 (1.2％)

地方譲与税 12億3,880万円 (0.8％)

分担金及び負担金 9億1,390万円 (0.6％)
その他 20億6,364万円 (1.2％)

＊歳入の「その他」は、財産収入、自動車取得税
交付金、地方特例交付金、株式等譲渡所得割交付
金、配当割交付金、寄附金、ゴルフ場利用税交付金、
利子割交付金、交通安全対策特別交付金、国有提
供施設等所在市町村助成交付金です。

【歳 入】

歳 入

1,644億962万円

国庫支出金

225億5,637万円
(13.7％)

地方交付税
141億474万円

(8.6％)

市 債

146億9,400万円

(8.9％)

一般会計歳入・歳出決算額の款別構成状況

諸収入
193億9,738万円
（11.8％）
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民生費
543億1,831万円

(34.1％)

総務費

152億3,707万円

(9.6％)

商工費
179億804万円
(11.2％)

土木費
270億1,980万円

(17.0％)

教育費
152億3,428万円

(9.6％)

公債費
130億3,508万円

(8.2％)

歳 出

1,593億364万円

◎ 歳入決算額 １，６４４億 ９６２万円（Ａ）
歳出決算額 １，５９３億 ３６４万円（Ｂ）
差 引 額 （Ａ）－（Ｂ）＝ ５１億 ５９８万円

※差引額のうち、翌年度へ繰越すべき財源として、繰越明許費繰越額
１１億７，２３８万円を繰越し、さらに財政調整基金へ３１億円積み立て、
残りの８億３，３６０万円を翌年度への繰越金としました。

【歳 出】

衛生費 87億5,883万円(5.5％)

消防費 43億3,952万円(2.7％)

農林水産業費 25億9,098万円(1.6％)

その他 8億6,172万円(0.5％)

＊歳出の「その他」は、議会費、労働費、
災害復旧費です。



２

２８年度 ２９年度
構成比 伸  率 構成比 伸  率

％ ％ ％ ％
1 地 方 税 ５９８億７，９１９ ３５．９ ０．４ ６０６億０，０２１ ３６．８ １．２

2 地 方 譲 与 税 １２億４，０２１ ０．７ △１．２ １２億３，８８０ ０．８ △０．１

3 利子割交付金 ５，１７１ ０．０△３９．３ ９，０９４ ０．１ ７５．９

4 配当割交付金 １億６，５５４ ０．１△３８．１ ２億５，１３６ ０．１ ５１．８
5 株 式 等 譲 渡
所得割交付金 ９，６５７ ０．１△６４．２ ２億５，７７９ ０．２１６７．０

6
６４億９，１０７ ３．９ △９．５ ６９億０，２４５ ４．２ ６．３

7
１億３，８９５ ０．１ △０．２ １億２，７２８ ０．１ △８．４

8
２億８，４１１ ０．２ ５．７ ３億８，５９１ ０．２ ３５．８

9
３，３６７ ０．０ △７．８ ３，１４７ ０．０ △６．６

10 地方特例交付金 ２億５，７４７ ０．２ ５．１ ２億７，４８５ ０．２ ６．７

11 地 方 交 付 税 １４８億０，８７４ ８．９ △４．１ １４１億０，４７４ ８．６ △４．８
普 通 交 付 税 １２７億２，７０１ ７．６ △３．７ １２１億５，８９２ ７．４ △４．５
特 別 交 付 税 ２０億８，１７３ １．３ △６．７ １９億４，５８２ １．２ △６．５

12
８，８６８ ０．１ △３．２ ８，５６５ ０．０ △３．４

13 分担金・負担金 １０億８，１４０ ０．６△１３．３ ９億９，００４ ０．６ △８．４

14 使用料・手数料 ３１億６，４３４ １．９ ６．１ ３１億４，８７０ １．９ △０．５

15 国 庫 支 出 金 ２２３億９，５０９ １３．４ １２．０ ２２５億９，７６４ １３．７ ０．９

16 県 支 出 金 ９６億９，４６７ ５．８ △７．６ １０８億３，３０７ ６．６ １１．７

17 財 産 収 入 ４億０，９１６ ０．２ ４６．３ ２億７，２３５ ０．２ △３３．４

18 寄 附 金 １億１，８２７ ０．１ △３６．３ １億３，８２４ ０．１ １６．９

19 繰 入 金 ５３億２，３６７ ３．２ ３５．３ ６０億６，３８７ ３．７ １３．９

20 繰 越 金 ３０億７，５１１ １．８△２７．９ ２０億２，７３８ １．２△３４．１

21 諸 収 入 ２１０億０，２２９ １２．６△１１．４ １９３億３，３５２ １１．８ △７．９
貸付金元利収入 １７３億７，３１３ １０．４ △９．４ １５６億８，２７６ ９．６ △９．７

22 地 方 債 １７０億５，８１０ １０．２ ３４．７ １４６億９，４００ ８．９△１３．９

１，６６８億５，８０１１００．０ １．３１，６４４億５，０２５１００．０ △１．４

（単位  万円）

※普通会計とは、他の地方公共団体（県や市町村）などと比較しやすいように、「一般会計」と
「特別会計のうち公営事業会計以外の会計」を総合してひとつの会計としてまとめ、全国共通の
基準に調整した会計です。

歳　　　　入

  普通会計による決算状況

　　　　　年　度
区　分

合           計

交通安全対策
特 別 交 付 金

地 方 消 費 税
交 付 金

ゴルフ場利用
税 交 付 金

自動車取得税
交 付 金

国有提供施設
等助成交付金
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２８年度 ２９年度

構成比 伸  率 構成比 伸  率

％ ％ ％ ％

1 人 件 費 ２０５億６，７２７ １２．７ △０．５ ２０１億９，６８２ １２．７ △１．８

う ち 職 員 給 １２７億８，３３２ ７．９ △０．９ １２８億０，２８８ ８．０ ０．２

2 扶 助 費 ３３８億６，１５１ ２０．９ ６．２ ３４１億６，３９１ ２１．４ ０．９

3 公 債 費 １３５億３，８０５ ８．４ １．０ １３８億５，３３７ ８．７ ２．３

4 物 件 費 １７９億４，８０６ １１．１ ０．２ １８７億２，６８２ １１．７ ４．３

5 維 持 補 修 費 １４億３，２１９ ０．９ ５．０ １３億２，７６１ ０．８ △７．３

6 補 助 費 等 １７５億２，８１８ １０．８ △３．３ １７０億４，３５５ １０．７ △２．８

7 積 立 金 １０億４，６２１ ０．６ △４７．２ ９億６，５８９ ０．６ △７．７

8 投資・出資金

貸 付 金 １７３億９，４３４ １０．８ △９．４ １５７億１，０２０ ９．９ △９．７

う ち 貸 付 金 １７３億６，０３５ １０．７ △９．４ １５６億６，８５７ ９．８ △９．７

9 繰 出 金 １１４億３，０２４ ７．１ △０．８ １１５億８，１３１ ７．３ １．３

10 普通建設事業費 ２７０億８，１７９ １６．７ ２６．３ ２５７億３，８１２ １６．２ △５．０

うち補助事業費 ８８億８，０４５ ５．５ ２．７ １３０億６，６１２ ８．２ ４７．１

うち単独事業費 １８２億０，１３４ １１．２ ４２．１ １２６億７，２００ ８．０ △３０．４

11 災 害 復 旧 費 ２７９ ０．０ ４５．３ ３１３ ０．０ １２．４

１，６１８億３，０６３１００．０ ２．７１，５９３億１，０７１１００．０ △１．６

５０億２，７３８ ― △２９．９ ５１億３，９５４ ― ２．２

歳 入 歳 出
差 引 剰 余 金

合      計

歳　　　　出

　　　　　年　度
区　分

（単位  万円）
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３ 　平成２９年度普通会計による県内他市との比較

※用語の説明

地 方 債 現 在 高 （ 万 円 ）

人 口 （ H30.3.31 ） （ 人 ）

歳 入 総 額 （ 万 円 ）

実 質 公 債 費 比 率 （ ％ ）

1,434億5,826 1,554億8,003

94.8 97.3

6.0

4.8 3.3

39億6,716 25億0,831

1,593億1,071歳 出 総 額 （ 万 円 ）

実 質 収 支 （ 万 円 ）

41.8

実質収支比率

48億7,402 34億2,983

42億4,836 51億4,687

13億4,866 8億4,199

積 立 金

現 在 高

（万円）

1.060

9.0 39.7

0.568

将 来 負 担 比 率 （ ％ ）

財 政 力 指 数

88億6,080 46億2,590

32.5 66.8

0.853 0.809

そ の 他

72億7,000

0.836

7.3 5.4

高崎市 前橋市 桐生市

373,674 337,579 113,103

437億2,836 730億0,780

1,644億5,025 1,428億9,234 456億8,533 755億5,721

1,399億9,640

区 分

実 質 収 支 比 率 （ ％ ）

19億0,824 22億9,029

経 常 収 支 比 率 （ ％ ）

8.4 5.1 5.2 5.5

224,545213,031

伊勢崎市 太田市

776億1,942

806億0,730

24億6,583

354億3,441 683億1,857

93.8

687億9,024

95.0 95.3

4.9

実 質 収 支

経常収支比率

減 債 基 金

財政調整基金

財 政 力 指 数

実質公債費比率

将来負担比率

3億1,603

70億7,127財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

　標準財政規模に対する実質収支の割合です。

17億8,224

　歳入から歳出を差し引いた額を「形式収支」といいますが、この「形式収
支」から翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた決算額のことをいいます。

　地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標です。一般財源収
入額のうち経常的な経費に充当される一般財源の割合で、比率が高いほど財
政運営が硬直化していると考えられます。

　突発的な災害や緊急を要する経費に備えるために設置された基金です。
　また、決算剰余金が多いときは積み立て、財源不足時に取り崩すという、
年度間の調整的な役割も果たします。

　市債（借金）の償還（返済）の増加に備えるために設置される基金です。
　公債費が他の経費を圧迫するような場合には、この基金を取崩して公債費
に充てます。

10億3,4752億7,340

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政の健全化を判
断する指標の一つで、地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的
な負債の、標準財政規模に対する比率です。市町村では、３５０％以上にな
ると財政の早期健全化を図ることとなります。

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政の健全化を判
断する指標の一つで、市債の元利償還金及びこれに準ずる経費の、標準財政
規模に対する比率です。この比率が２５％以上になると早期健全化団体、
３５％以上で財政再生団体となります。

　普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た
数値の３ヵ年平均値で、数値が１に近くあるいは１を超えるほど財政力が強
いとされています。

96億4,425
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